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関 係 各 位 

                     門  司  税  関 

 

「取締強化期間」における協力依頼について 

 

平素から税関行政に対して、ご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

税関は、日々、覚醒剤・麻薬等の不正薬物、テロ関連物資、金地金やその他の不正事犯に

対する水際取締りを実施しております。 

その中において、不正薬物の摘発実績は近年高い水準で推移しており、テロ対策と合わせ、

税関における水際取締りに対する期待はより一層高いものとなっております。 

また、金地金については、昨今の金の価格高騰により、密輸の増加が懸念されるところで

す。 

このような状況の下、門司税関では、本年５月１１日（水）から５月２４日（火）までを

「取締強化期間」として、水際取締りを一層強化することといたしましたので、ご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。 

なお、不正薬物、テロ関連物資及び金地金の密輸出入の情報並びに不審物等に関する情報

がありましたら、どのような些細なものでも結構ですので、最寄りの税関又は以下までご一

報頂きますよう併せてお願いいたします。 

 

・密輸ダイヤル（２４時間受付）０１２０－
シ ロ イ   ク ロ イ

４６１－９６１ 

・門司税関ホームページ(https://www.customs.go.jp/moji/)「密輸に関する情報提供」 



通通報報先先  密密輸輸ダダイイヤヤルル（（２２４４時時間間受受付付））  

フリーダイヤル０１２０－４６１－９６１（シロイ クロイ） 

 

           

55 月月 1111 日日（（水水））～～55 月月 2244 日日（（火火））はは、、  

『『取取締締強強化化期期間間』』  
密輸の取締り及び情報収集を強化します。 

覚醒剤等の薬物、金、拳銃、テロが疑われる不審物の 
密輸に関する不審な話やうわさを耳にされたら、 

税関へご一報願います。 
                  【税関における摘発事例】 
 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

《皆様から寄せられる「密輸に関する情報」は、密輸の摘発につながる

貴重な手掛りとなっています。》 

 

密 

輸 

阻 

止 
航空機旅客から金地金を摘発 

洋上取引された覚醒剤を摘発 海上コンテナ貨物の大理石内部から覚醒剤を摘発

郵便物から大麻・MDMA・拳銃を摘発 

 

 



情報提供のお 願い

通関依頼が不自然
・通関を異常に急いでいる。
・税関検査を異常に気にする。
・蔵置場所、名義人が転々としている。
・第三者に頼まれたとみられる貨物知識に乏しい荷主。

外見が不自然な貨物
・貨物の外装に他と異なる目印がある。
・輸入者の業務内容とあまり関係なさそうな貨物。
・内容物は同じはずなのに、一部の貨物だけ重い又は軽い。

配送先が不自然
・急な配送先の変更

（運送途上の目的地外への立ち寄りを含む）。
・駐車場、空き地、ホテル、私設私書箱、不在住所への配送。
・大量の肥料をアパートの一室へ配送させる。
・日本語の通じない外国人が荷物を待ち受けている。

※過去に上記のようなことがあったという話でも差し支えありません。

物 流 業 ・ 倉 庫 業 関 係 者 の 皆 様 へ

不審事象がありましたら、
最寄りの税関の保税担当又は下記へお知らせください！

税関密輸ダイヤル（２４時間受付）

フリーダイヤル 0120 - 461 – 961
許しません シロイ（粉） クロイ（武器）

門司税関HP https://www.customs.go.jp/moji/
E-mailアドレス moji-mitsujo@customs.go.jp

何かあれば、
お気軽に税関に

ご相談を♪

密 輸 情 報
提 供 サ イ ト
Q R コ ー ド

E - m a i l
ア ド レ ス

税関では、覚醒剤等の薬物、金、拳銃、テロが疑われる不審物の

密輸入阻止のため、水際での取締りを強化しております。
密輸入阻止には皆様からの情報提供が大きな力となります。
次のような不審な貨物や通関依頼がありましたら、税関までご連絡をお願

いいたします。

取 締 強 化 期 間
5月11日（水）～5月24日（火）


